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【付議】 

１～３ 総合行政部長 尾﨑誠一 

４   総務部長 川幡浩之 

５   子ども・健康部長 大熊克之 

６   上下水道部長 渋谷 聡 

【報告】 

１、２ 総務部長 川幡浩之 

３   子ども・健康部長 大熊克之 

議 題 

【付議】 

１ 志木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて（総合行政部） 

２ 志木市特別職員の給与に関する条例及び志木市議会の議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について（総合行政部） 

３ 志木市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の 

 一部を改正する条例について（総合行政部） 



４ 志木市手数料条例の一部を改正する条例について（総務

部） 

５ 志木市国民健康保険条例及び志木市助産の実施又は母子

保護の実施に係る費用徴収条例の一部を改正する条例につ

いて（子ども・健康部） 

６ 志木市下水道条例の一部を改正する条例について（上下水

道部） 

【報告】 

１ 令和３年度志木市一般会計補正予算の専決処分について 

（総務部） 

２ 令和３年度志木市一般会計及び特別会計補正予算につい

て（総務部） 

３ 志木市における公立保育園の在り方に関する方針（素案）

に係る意見公募の結果について（子ども・健康部） 

 

結 果 

【付議】   【報告】 

１ 了承   １ 了解 

２ 了承   ２ 了解 

３ 了承   ３ 了解 

４ 了承 

５ 了承 

６ 了承 

 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 



開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 志木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

令和３年８月１０日の人事院勧告を踏まえて決定した「令和３年度志木市給

与改定基本方針」に基づき給与改定を行うものである。 

【内容】 

（１）改正内容 

期末勤勉手当の支給月数を、0.15 月分引き下げる。 

（4.45 月分→4.30 月分） 

※期末手当の支給月数に反映 

（２）施行日 

公布の日 

 ○質疑応答等 

  特になし 

 

２ 志木市特別職員の給与に関する条例及び志木市議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

  一般職の給与改定を踏まえて、議員及び特別職の改正を行うものである。 

【内容】 

（１）改正条例 

①志木市特別職員の給与に関する条例 

②志木市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

（２）改正内容 

  期末手当の支給月数を、0.15月分引き下げる。 

  （4.35 月分→4.20 月分） 

（３）施行日 

  公布の日 

 ○質疑応答等 

特になし 

 



３ 志木市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例に

ついて（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

  不妊治療と仕事の両立を支援するための環境整備を推進するため、不妊治療

のための休暇の拡充を図るものである。 

  なお、国家公務員についても、令和４年１月１日施行に向けて人事院規則の

改正等の検討が進められているため、同様の改正を行うものである。 

 【内容】 

不妊治療のための休暇を原則年５日、頻繁な通院を要する場合はさらに５日

（現行：年６日）に拡充する。 

 また、休暇の単位は、１日又は１時間（現行：１日）とする。 

施行日 令和４年１月１日 

 ○質疑応答等 

・副市長：この特別休暇は、男女共に対象でよいか。 

・総合行政部長：男女共に対象です。 

 

４ 志木市手数料条例の一部を改正する条例について（総務部） 

 〇概要説明：総務部長 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促

進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行による長期優良住宅認定

申請方法の変更等を踏まえ、手数料条例の関連規定を整備するものである。 

【内容】 

現行法の適合証または設計住宅性能評価書による審査・認定から、確認書ま

たは住宅性能評価書による審査・認定へ変更されることに伴い、適合証及び設

計住宅性能評価書による申請手数料の金額を削除するとともに、確認書及び住

宅性能評価書による申請手数料の金額を新たに定める。 

また、共同住宅の認定が住戸単位から住棟単位に変更されることに伴い、文

言の整理を行う。 

施行日 令和４年２月２０日（改正法の施行日） 

○質疑応答等 

  特になし 

 

５ 志木市国民健康保険条例及び志木市助産の実施又は母子保護の実施に係る費



用徴収条例の一部を改正する条例について（子ども・健康部） 

〇概要説明：子ども・健康部長 

 健康保険施行令の一部を改正する政令が令和３年８月４日に公布され、令和

４年１月１日から施行されることに伴い、当該政令を引用する出産育児一時金

の支給金額を変更する必要が生じたため、所要の規定を整備するものである。 

【内容】 

出産育児一時金の支給金額を変更する。 

〈改正前〉 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し出産育児一時金として４０４，０００円を支給する。ただし、市長が必要

があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに３０，０００円を

上限として加算するものとする。 

〈改正後〉 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し出産育児一時金として４０８，０００円を支給する。ただし、市長が必要

があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに３０，０００円を

上限として加算するものとする。 

 

 なお、志木市助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例についても、

助産又は母子保護を実施した際に対象者から徴収する費用に関し、別表におい

て出産育児一時金額を引用していることから、同様に所要の整備を行う。 

○質疑応答等 

  特になし 

 

６ 志木市下水道条例の一部を改正する条例について（上下水道部） 

○概要説明：上下水道部長 

下水道法（昭和 33年法律第 79号）の改正（令和３年５月 10 日公布）に伴い、

志木市下水道条例（昭和 56年条例第１号）の一部を改正するものである。 

【内容】 

下水道法第６条に第３号が追加されたことに伴い、改正前の同条第３号以降

が１号ずつ繰り下げとなることから、志木市下水道条例第 11 条第１項第 10 号

中「～当該公共下水道が法第６条第４号に規定する流域関連公共下水道である

場合には～」の「第４号」部分を「第５号」に改正する。 



施行日 公布の日 

○質疑応答等 

  特になし 

 

【報告】 

１ 令和３年度志木市一般会計補正予算の専決処分について （総務部） 

 ○概要説明：総務部長 

令和３年度志木市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、令和３年１１月１日付で専決処分をしたので、報告

をするものである。 

【内容】 

                       （単位：千円） 

会計区分      補正前予算額   補正額  補正後予算額 

一般会計（第８号）  31,160,602    245,081 → 31,405,683 

 

※新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）にかかる経費を補正する。 

※全額、繰越明許費を設定する。 

○質疑応答等 

  特になし 

 

２ 令和３年度志木市一般会計及び特別会計補正予算について（総務部） 

 ○概要説明：総務部長 

令和３年１２月定例会に提出する補正予算は、次のとおりである。 

・令和３年度志木市一般会計補正予算（第９号） 

 ※債務負担行為の補正含む 

・令和３年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 ※債務負担行為の補正含む 

・令和３年度志木市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 ※債務負担行為の補正含む 

【内容】 

                           （単位：千円） 

会計区分        補正前予算額    補正額    補正後予算額 

一般会計（第９号）    31,405,683   ▲52,613 →  31,353,070 



国保特別会計（第２号）  6,345,326    564,083 →   6,909,409 

介護特別会計（第２号）  5,148,136      ▲201 →   5,147,935 

○質疑応答等 

  特になし 

 

３ 志木市における公立保育園の在り方に関する方針（素案）に係る意見公募の

結果について（子ども・健康部） 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

本計画の素案に対する意見公募を実施したので結果を報告するものである。 

（１）意見の提出期間 

令和３年９月２７日 (月)～令和３年１０月２６日（火） 

（２）提出された意見 

   意見件数 ２２件（個人８人、団体１件） 

（３）公募意見に対する市の考え方 

  ・意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  ０件 

  ・原案のとおりとするもの               ２１件 

  ・その他                        １件 

結果については、市ホームページ等で公表する。 

○質疑応答等 

  特になし 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


